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衆
議
院
議
員
近
藤
昭
一
君
提
出
公
文
書
管
理
法
案
（
仮
称
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
最
終
報
告
（
以
下
「
最
終
報
告
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
た
な

公
文
書
管
理
の
在
り
方
を
示
す
意
義
深
い
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
次
期
通
常
国
会
へ
の
公
文
書
管
理
の
適
正
化
の
た
め
の

法
案
の
提
出
を
含
め
、
公
文
書
管
理
体
制
の
整
備
に
向
け
た
施
策
に
取
り
組
む
上
で
、
参
考
に
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

政
府
の
活
動
又
は
歴
史
的
事
実
の
正
確
な
記
録
は
国
民
の
貴
重
な
共
有
財
産
で
あ
り
、
そ
の
記
録
を
公
文
書
と
し
て
適
切

に
管
理
・
保
存
し
、
広
く
国
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
は
、
国
の
重
要
な
責
務
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
公
文

書
管
理
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
保
存
期
間
満
了
前
の
文
書
の
廃
棄
、
文
書
の
倉
庫
へ
の
放
置
等
の
不
適
切
な
事
例
が
生
じ
て

お
り
、
公
文
書
管
理
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
か
ら
六
ま
で
、
十
及
び
十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
最
終
報
告
に
お
い
て
、
「
政
府
に
お
い
て
は
、
本
報
告
書
の
全
体
の
趣
旨
、
内
容
等
も
踏
ま
え
、

（
中
略
）
更
に
法
制
技
術
的
な
検
討
を
行
い
、
具
体
的
な
法
案
の
立
案
を
進
め
る
べ
き
」
と
さ
れ
て
い
る
趣
旨
を
踏
ま
え
、

一



今
後
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

七
及
び
八
に
つ
い
て

国
立
公
文
書
館
の
将
来
に
お
け
る
体
制
・
施
設
、
文
書
管
理
に
関
す
る
専
門
家
に
求
め
ら
れ
る
具
体
的
要
件
や
そ
の
養
成

方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
総
務
省
が
開
発
を
進
め
て
い
る
政
府
全
体
で
利
用
可
能
な
一
元
的
な
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
、
電
子
文
書
の
保
存
管
理
機
能
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

二


